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～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

             午前10時00分 開会 

○議長（佐藤高清君） ただいまより平成26年第３回弥富市議会定例会を開会します。 

 これより会議に入ります。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（佐藤高清君） 日程第１、会議録署名議員の指名をします。 

 会議規則第 88条の規定により、山口敏子議員と小坂井実議員を指名します。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 日程第２ 会期の決定 

○議長（佐藤高清君） 日程第２、会期の決定を議題とします。 

 お諮りします。 

 第３回弥富市議会定例会の会期を本日から９月29日までの28日間としたいと思いますが、

御異議ありませんか。 

             〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（佐藤高清君） 異議なしと認めます。 

 よって、会期は本日から９月29日までの28日間と決定しました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 日程第３ 諸般の報告 

○議長（佐藤高清君） 日程第３、諸般の報告をします。 

 地方自治法の規定により、弥富市長から平成25年度の健全化判断比率及び資金不足比率の

報告書が、監査委員から例月出納検査及び定期監査の結果報告書が提出され、その写しを各

位のお手元に配付してありますので、よろしくお願いいたします。 

 以上で、諸般の報告を終わります。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 日程第４ 同意第３号 固定資産評価審査委員会委員の選任について 

 日程第５ 同意第４号 固定資産評価審査委員会委員の選任について 

 日程第６ 同意第５号 教育委員会委員の任命について 

○議長（佐藤高清君） この際、日程第４、同意第３号から日程第６、同意第５号まで、以上

３件を一括議題とします。 

 服部市長に、提案理由及び推薦理由の説明を求めます。 

 服部市長。 

○市長（服部彰文君） 皆さん、おはようございます。 
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 平成26年第３回弥富市議会定例会の開会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。 

 議員各位におかれましては、公私とも極めて御多忙の中を御出席賜りまして、厚く御礼を

申し上げます。 

 本定例会におきまして、初めに提案し、御審議いただきます議案は同意３件でございまし

て、その概要につきまして御説明を申し上げます。 

 同意第３号固定資産評価審査委員会委員の選任につきましては、飯田哲夫氏が平成26年９

月21日任期満了のため、その後任者として、弥富市松名三丁目41番地、飯田哲夫氏を引き続

き選任したいので、地方税法第423条第３項の規定により、議会の同意を求めるものであり

ます。 

 次に、同意第４号固定資産評価審査委員会委員の選任につきましては、細江利夫氏が平成

26年９月21日任期満了のため、その後任者として、弥富市加稲二丁目16番地、佐藤孝氏を選

任したいので、地方税法第423条第３項の規定により、議会の同意を求めるものであります。 

 次に、同意第５号教育委員会委員の任命につきましては、鶉石芳樹氏が平成26年９月30日

任期満了のため、その後任者として、弥富市佐古木四丁目571番地３、奥山巧氏を任命した

いので、地方教育行政の組織及び運営に関する法律第４条第１項の規定により、議会の同意

を求めるものでございます。 

 以上、よろしくお願い申し上げます。 

○議長（佐藤高清君） これより同意第３号の質疑に入ります。 

 質疑の方ありませんか。 

             〔挙手する者なし〕 

○議長（佐藤高清君） 質疑なしと認め、討論に入ります。 

 討論の方ありませんか。 

             〔挙手する者なし〕 

○議長（佐藤高清君） 討論なしと認め、採決に入ります。 

 本案は同意することに御異議ありませんか。 

             〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（佐藤高清君） 異議なしと認めます。 

 よって、本案は同意されました。 

 これより同意第４号の質疑に入ります。 

 質疑の方ありませんか。 

             〔挙手する者なし〕 

○議長（佐藤高清君） 質疑なしと認め、討論に入ります。 

 討論の方ありませんか。 
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             〔挙手する者なし〕 

○議長（佐藤高清君） 討論なしと認め、採決に入ります。 

 本案は同意することに御異議ありませんか。 

             〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（佐藤高清君） 異議なしと認めます。 

 よって、本案は同意されました。 

 これより同意第５号の質疑に入ります。 

 質疑の方ありませんか。 

             〔挙手する者なし〕 

○議長（佐藤高清君） 質疑なしと認め、討論に入ります。 

 討論の方ありませんか。 

             〔挙手する者なし〕 

○議長（佐藤高清君） 討論なしと認め、採決に入ります。 

 本案は同意することに御異議ありませんか。 

             〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（佐藤高清君） 異議なしと認めます。 

 よって、本案は同意されました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 日程第７ 議案第31号 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援

に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理

について 

 日程第８ 議案第32号 弥富市母子家庭等医療費支給条例の一部改正について 

 日程第９ 議案第33号 弥富市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例の制定ついて 

 日程第10 議案第34号 弥富市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例の制定について 

 日程第11 議案第35号 弥富市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定

める条例の制定について 

 日程第12 議案第36号 弥富市児童クラブ施設条例の一部改正について 

 日程第13 議案第37号 弥富市企業立地の促進に関する条例の一部改正について 

 日程第14 議案第38号 平成26年度弥富市一般会計補正予算（第２号） 

 日程第15 議案第39号 平成26年度弥富市国民健康保険特別会計補正予算（第１号） 

 日程第16 議案第40号 平成26年度弥富市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号） 
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 日程第17 議案第41号 平成26年度弥富市介護保険特別会計補正予算（第１号） 

 日程第18 認定第１号 平成25年度弥富市一般会計歳入歳出決算認定について 

 日程第19 認定第２号 平成25年度弥富市土地取得特別会計歳入歳出決算認定について 

 日程第20 認定第３号 平成25年度弥富市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につい

て 

 日程第21 認定第４号 平成25年度弥富市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につ

いて 

 日程第22 認定第５号 平成25年度弥富市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 

 日程第23 認定第６号 平成25年度弥富市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定に

ついて 

 日程第24 認定第７号 平成25年度弥富市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定につ

いて 

○議長（佐藤高清君） この際、日程第７、議案第31号から日程第24、認定第７号まで、以上

18件を一括議題とします。 

 服部市長に提案理由の説明を求めます。 

 服部市長。 

○市長（服部彰文君） 次に提案し、御審議いただきます議案は、条例議案７件、予算関係議

案４件、決算認定議案７件でございまして、その概要につきまして御説明申し上げます。 

 議案第31号中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律

の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理につきましては、関係条例の規定におい

て引用している法律の題名を整理するため、条例の一部を改正するものであります。 

 次に、議案第32号弥富市母子家庭等医療費支給条例の一部改正につきましては、母子及び

他の福祉法の名称が改められたことにより、関係条例の規定において引用している条文を整

理するため、条例の一部を改正するものであります。 

 次に、議案第33号弥富市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準

を定める条例の制定につきましては、子ども・子育て支援法の制定により特定教育・保育施

設の運営に関する基準及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定めるため、条例を制

定するものであります。 

 次に、議案第34号弥富市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の制

定につきましては、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合

的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する

法律における児童福祉法の改正により、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定

めるため、条例を制定するものであります。 
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 次に、議案第35号弥富市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条

例の制定につきましては、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等

の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に

関する法律における児童福祉法の改正により、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関

する基準を定めるため、条例を制定するものであります。 

 次に、議案第36号弥富市児童クラブ施設条例の一部改正につきましては、子ども・子育て

支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部

を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律における児童福祉法の改正によ

り、児童クラブの利用対象年齢をこれまでの小学校３年生までから小学校６年生までに拡大

するため、条例の一部を改正するものであります。 

 次に、議案第37号弥富市企業立地の促進に関する条例の一部改正につきましては、企業立

地に対する奨励措置の見直しを行うとともに、平成31年９月30日まで期間を延長することに

より、企業立地の促進及び企業の流出を防止し、本市の産業の振興と雇用の拡大を図るため、

条例の一部を改正するものであります。 

 次に、議案第38号平成26年度弥富市一般会計補正予算（第２号）につきましては、歳入歳

出それぞれ5,324万8,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を146億3,556万6,000円とし、地

方債の補正を計上するものであります。 

 歳出の主な内容といたしましては、民生費につきましては、障害者医療費国庫負担金過年

度分返還金348万8,000円、療養給付費負担金過年度分1,266万6,000円、衛生費につきまして

は、個別予防接種委託料2,570万円、教育費につきましては、災害時の早期避難を目的に地

震自動解錠鍵ボックス設置工事費として、小学校費440万円、中学校費160万円であります。 

 これらに対する主な歳入といたしましては、普通交付税8,161万7,000円、国民健康保険特

別会計からの繰入金1,569万5,000円、介護保険特別会計からの繰入金2,029万7,000円、財政

調整基金繰入金１億5,388万7,000円を増額計上する一方、市債の臨時財政対策債１億8,700

万円を減額するものであります。 

 次に、議案第39号平成26年度弥富市国民健康保険特別会計補正予算（第１号）につきまし

ては、歳入歳出それぞれ１億5,514万7,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を45億514万

7,000円とするものであります。 

 歳出の主な内容といたしましては、一般被保険者療養給付費7,155万6,000円、一般被保険

者高額療養費1,730万円、退職者医療交付金過年度分返還金5,054万円、一般会計への繰出金

1,569万5,000円であります。 

 これらに対する歳入といたしましては、その他繰越金１億5,514万7,000円を増額計上する

ものであります。 
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 次に、議案第40号平成26年度弥富市後期高齢者医療特別会計補正予算（第１号）につきま

しては、前年度保険料等の納付状況に伴い、保険料等負担金過年度分等を計上し、歳入歳出

予算の総額を４億4,920万9,000円とするものであります。 

 次に、議案第41号平成26年度弥富市介護保険特別会計補正予算（第１号）につきましては、

保険事業勘定において、介護保険支払準備基金積立金、前年度保険給付費の額の精算に伴い

国庫負担金の返還金等を計上し、歳入歳出予算の総額を26億4,087万2,000円とし、サービス

事業勘定において、一般会計への繰出金1,286万2,000円を計上し、歳入歳出予算の総額を

2,497万2,000円とするものであります。 

 次に、平成25年度各会計の決算認定についてであります。 

 我が国の経済は、大胆な金融政策、機動的な財政政策、民間投資に喚起する成長戦略の３

本の矢による一体的な取り組みの政策効果から、家計や企業マインドが改善し、消費等の内

需を中心として景気回復の動きが広まっています。また、企業の収益の増加から設備投資が

持ち直しつつあり、雇用・所得環境が改善し、景気回復の動きが確かなものとなることが見

込まれています。しかしながら、確実に景気が上向くまでには時間がかかるものと考えてお

ります。 

 このような状況の中、継続中の基盤整備事業、多様な住民要求に応えるべき課題事業を推

進するために、今後とも限られた収入をより効果的に執行してまいります。 

 平成25年度決算は、弥富市としての８回目の決算でございますが、厳しい財政状況の中、

所期の目的をほぼ達成することができましたことは、市議会議員の皆さんを初めとして、市

民の皆様方の御理解、そして御協力によるものであり、深くこの場をかりて感謝申し上げる

次第でございます。 

 認定第１号平成25年度弥富市一般会計歳入歳出決算認定につきましては、予算現額141億

668万4,000円、これに対する歳入決算額137億8,023万9,309円で収入率は97.7％、歳出決算

額131億7,261万7,234円で、執行率は93.4％となりました。 

 歳入におきましては、前年度と比べ、市税全体では２億9,695万円の増額となりました。

その内訳は、法人市民税が7,626万円の減額となる一方、個人市民税が7,885万円、固定資産

税が２億5,770万円、軽自動車税が214万円、市たばこ税が3,452万円の増額となりました。

市税以外の主なものでは、普通交付税が５億9,315万円、国庫支出金13億6,656万円、県支出

金が７億6,964万円交付され、歳入全体では前年度に比べて9.5％、14億4,204万円の減額と

なりました。 

 一方、歳出におきましては、第１次総合計画で定めた事項を政策目標として、市民の一体

感の醸成、市民サービスの低下を招くことのないよう努めてまいりました。 

 総務関係では、新庁舎建設事業推進のため実施設計業務を行いました。また、海部地域を
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放送エリアとするコミュニティ放送局の運営を助成し、地域に密着した行政情報等を市民に

提供できました。 

 福祉・保健関係では、新白鳥保育所の建設事業に着手し、保育環境整備に取り組み、高齢

者や障がい者を援助するささえあいセンターを設置し、少子・高齢化対策、子育て支援を図

ってまいりました。また、子宮頸がん予防、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンの予防

接種の定期化に伴い、全額公費として実施いたしました。 

 環境関係では、住宅用太陽光発電施設の導入に対する補助制度を継続し、新エネルギー、

省エネルギーの推進により、地球温暖化防止に努めました。また、ごみの不法投棄対策とし

て、監視カメラによる監視を行うなど、不法投棄を許さないまちづくりに努めました。 

 農業関係では、水田農業構造改革事業、農地・水保全管理支払交付金事業の推進をいたし

ました。また、団体営土地改良事業、湛水防除事業を初めとする県営土地改良事業や、農道、

排水路など農業生産基盤の整備に努めました。 

 商工関係では、企業立地指定企業交付奨励金制度により立地企業を支援し、雇用機会の拡

大を図りました。また、春まつり、芝桜まつり事業及び特産物ＰＲ事業を推進し、観光の振

興に努めました。 

 土木関係では、道路利用者の安全対策として、六條鮫ケ地線、鍋田34号線の道路改良工事

を引き続き行い、歩行者、自転車利用者の安全対策を推進しました。 

 防災関係では、自主防災組織に対し、組織の活性化や防災リーダーの養成を推進いたしま

した。また、消防団の第４分団の格納庫の老朽化により格納庫を新築し、整備を図りました。 

 教育関係では、日の出小学校が開校し、桜小学校の過大規模校が解消され、学校施設整備

につきましては、弥生小学校防犯カメラ設置工事、桜小学校公共下水道接続等改修工事、十

四山中学校屋外避難階段設置工事、各中学校の緊急地震速報機器設置工事を順次実施し、教

育環境の整備に努めるとともに、英語教育の充実を図るため、外国人英語指導助手を引き続

き全小・中学校に配備いたしました。 

 社会教育施設関係では、中央公民館内監視カメラ設置改修及び増設工事、図書館棟エレベ

ーター改修工事、また体育施設面では、鍋田川グランド駐車場舗装工事、市民プール改修工

事など、快適で安全な施設の整備を行いました。 

 次に、認定第２号平成25年度弥富市土地取得特別会計歳入歳出決算認定につきましては、

歳入歳出決算額ともに8,152万3,772円でありまして、各事業計画に基づいて公共用地を先行

取得するものでありますが、土地取得特別会計所有の土地を一般会計で買い戻し、その同額

を一般会計に繰り入れる措置により、また公共用地の先行取得等により、前年度に比べ

1,624万円の増額となりました。 

 次に、認定第３号平成25年度弥富市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につきまして
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は、歳入決算額44億1,710万1,097円、歳出決算額42億6,195万3,961円であります。 

 高齢化の進展等によりまして、医療費の増大が続く中、厳しい財政運営が引き続いていま

すが、支払準備基金の取り崩しを行わず財政運営を維持できましたことは、皆様方の御協力

によるものと深く御礼申し上げます。 

 次に、認定第４号平成25年度弥富市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につきまし

ては、歳入決算額４億2,975万1,537円、歳出決算額４億2,644万763円であります。 

 次に、認定第５号平成25年度弥富市介護保険特別会計歳入歳出決算認定につきましては、

保険事業勘定において、歳入決算額24億4,495万3,201円、歳出決算額23億7,571万4,186円、

サービス事業勘定において、歳入決算額1,940万4,341円、歳出決算額654万1,019円でありま

して、介護保険制度の趣旨が市民の皆様にも十分浸透し、認定事業及び施設、在宅等の介護

サービスを順調に実施することができました。 

 次に、認定第６号平成25年度弥富市農業集落排水事業特別会計歳入歳出決算認定につきま

しては、歳入決算額６億3,382万9,309円、歳出決算額６億418万9,793円でありまして、弥富

北西部地区、十四山北部地区、十四山南部地区、広大海地区、鍋田地区及び十四山西部地区

の施設の維持管理費を執行するとともに、十四山東部地区の管路工事及び処理施設の建設工

事を完了いたしました。 

 次に、認定第７号平成25年度弥富市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算認定につきまし

ては、歳入決算額７億5,000万7,915円、歳出決算額７億1,305万3,098円でありまして、前ケ

須、前新田、平島、鎌島、三稲、狐地及び操出地区の管路布設工事等の面整備事業を引き続

き進めました。 

 平成25年度弥富市決算を、地方自治法第233条第３項の規定により、監査委員の意見をつ

け、議会の認定を求めるものであります。 

 以上が提案する議案の概要でございますが、議案の詳細につきましては、関係部長から説

明いたしますので、よろしく御審議賜りますようお願いを申し上げます。以上でございます。 

○議長（佐藤高清君） 議案は、担当部長に説明をさせ、補正予算及び決算は説明を省略させ

ます。 

 伊藤民生部長。 

○民生部長兼福祉事務所長（伊藤久幸君） まず、議案第31号中国残留邦人等の円滑な帰国の

促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例

の整理について御説明申し上げます。 

 この関係条例の整理は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援

に関する法律の一部改正に伴い必要があるからでございます。 

 ５枚はねていただき、改正する条例のあらましをごらんいただきたいと思います。 
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 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の法律名の

改正に伴い、法律名を引用している部分を改めることとしたものでございます。 

 改正された法律名は「中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦

人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律」でございます。 

 永住帰国する前からの配偶者に対して、中国残留邦人等の亡くなった後に新たな配偶者を

支援する支援金を支給する制度が設立され、国による支援が受けられることになりました。

そのため、その対象者を福祉医療制度 ―― 該当条例といたしましては障害者医療制度、母

子家庭等医療制度、精神障害者医療制度でございますが ―― の支給の対象外とすることと

したものでございます。 

 この条例は、平成26年10月１日から施行するものといたします。 

 続きまして、議案第32号弥富市母子家庭等医療費支給条例の一部改正について説明申し上

げます。 

 この条例の一部改正は、母子及び寡婦福祉法の一部改正に伴い、必要があるからでござい

ます。 

 ４枚はねていただき、改正する条例のあらましをごらんいただきたいと思います。 

 法律の法律名の改正に伴い、事業名を「母子家庭等医療費」から「母子・父子家庭医療

費」 ―― 該当条例といたしましては、弥富市母子家庭等医療費支給条例 ―― に改めると

したものでございます。改正された法律名は、母子及び父子並びに寡婦福祉法でございます。 

 法律名等を引用している部分 ―― 該当といたしましては、弥富市子ども医療費支給条例、

弥富市母子家庭等医療費支給条例、弥富市精神障害者医療費支給条例でございますが ―― 

を改め、父子家庭の父の定義を法律的に引用することにしたものでございます。 

 この条例につきましては、平成26年10月１日から施行することといたします。 

 続きまして、議案第33号弥富市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関す

る基準を定める条例の制定について御説明申し上げます。 

 この条例を制定いたしますのは、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関

する基準を定めるために必要があるからでございます。 

 14枚めくっていただきまして、条例のあらましをごらんいただきたいと思います。 

 子ども・子育て支援法第34条第２項及び第46条第２項の規定に基づき、条例で定めること

とされた特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準について次のとお

り定めることとしたものでございます。 

 １といたしまして、特定教育・保育施設の運営に関する基準といたしまして、認定こども

園並び保育所の利用定員は20名以上とし、特定教育・保育施設の区分に応じて、ゼロ歳、ま

た１・２歳、３から５歳の３つに定めることでございます。 
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 教育、保育の提供を前に運営規程の概要、職員の勤務体制、利用者負担その他重要事項を

記した文書を交付して説明を行い、利用申込者の同意を得なければならないこととなってお

ります。 

 特定地域型保育事業の運営に関する基準でございますが、利用定員は次のとおりとし、事

業区分に応じて年齢ごとに定めるとなっております。家庭的保育につきましては１名以上５

名以下、小規模保育事業Ａ型及びＢ型については６人以上19人以下、小規模保育事業Ｃ型と

して６人以上10名以下、居宅訪問型保育事業といたしまして１人。 

 保育の提供前に運営規定の概要、連携施設の情報、職員の勤務体制、利用者負担、その他

重要事項を記した文書を交付し説明を行い、利用申込者の同意を得なければならないことと

なっております。 

 居宅訪問型保育事業を除き、特定教育・保育施設の連携施設を確保しなければならないこ

ととなっております。 

 この条例は、子ども・子育て支援法の施行日から施行することとなっております。 

 続きまして、議案第34号弥富市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条

例の制定について御説明申し上げます。 

 この条例を制定するのは家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定めるために必

要があるからでございます。 

 12枚めくっていただきまして、条例のあらましをごらんいただきたいと思います。 

 児童福祉法第34条の16第１項の規定に基づき、条例で定めることとされた家庭的保育事業

の設備及び運営に関する基準について次のとおり定めることとしたものでございます。 

 １として、家庭的保育事業については、設備の基準といたしまして、乳幼児の保育を行う

専門の部屋9.9平米以上、乳幼児が３人を超える場合は、9.9平米に３人を超える人数１人に

つき3.3平米を加えた面積が必要となる。以上となっております。また、屋外に遊戯に適し

た庭があることでございます。 

 また、職員の基準といたしましては、家庭的保育者１人に対して乳幼児３人以下、家庭的

保育補助者とともに保育する場合は５人以下となっております。 

 同様に、小規模保育、居宅訪問型保育、事業所内保育の３事業についても施設及び職員の

基準を定めたものでございます。 

 この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な

提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律

の施行の日から施行することとなっております。 

 続きまして、議案第35号弥富市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定

める条例の制定について御説明申し上げます。 
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 この条例を制定いたしますのは、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を

定めるために必要があるからでございます。 

 ５枚めくっていただきまして、条例のあらましをごらんいただきたいと思います。 

 児童福祉法第34条の８の２第１項の規定に基づき、条例で定めることとされた放課後児童

健全育成事業の設備及び運営に関する基準について、次のとおり施設の基準を初め６項目に

ついて定めるとしたものでございます。 

 設備の基準といたしまして、専用の区画の面積は児童１人につきおおむね1.65平米以上な

ければならないこと。 

 職員としては、放課後児童健全育成事業者は、放課後児童健全育成事業所ごとに放課後児

童支援員を置かなければならないこと。放課後児童支援員の数は、支援の単位ごとに２名以

上とすること。ただし、その１人を除き、補助者をもってこれにかえることができること。 

 資格といたしまして、放課後児童支援員は定められた資格を有する者等であり、都道府県

知事が行う研修を修了した者でなければならないこと。 

 支援の単位といたしまして、支援の単位を構成する児童の数は、おおむね40人以下とする

こと。 

 開所時間といたしまして、開所する時間は次に掲げる区分に応じ、定められた時間以上を

原則として、その地域における保護者の労働時間、小学校の授業の終了時刻、その他の状況

を考慮して、当該事務所ごとに定めることとなっております。小学校の授業の休業日は１日

につき８時間、小学校の授業の休業日以外の日につきましては１日につき３時間。 

 開所日数にいたしましては、１年につき250日以上を原則とし、その地域における児童の

保護者の就労日数、小学校の授業の休業日、その他の状況を考慮して、当該事務所ごとに定

めることになっております。 

 この条例は、子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な

提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法令の整備等に関する法律

の施行日から施行することとなっております。 

 以上の３点の条例につきましては、27年４月１日を施行予定としております。 

 続きまして、議案第36号弥富市児童クラブ施設条例の一部改正について御説明申し上げま

す。 

 この条例を一部改正するのは、児童クラブ施設の利用者資格の年齢拡大をするために必要

があるからでございます。 

 ２枚めくっていただきまして、新旧対照表をごらんいただきたいと思います。 

 左側の現行のアンダーラインで示してあります「おおむね１年生から３年生までの」の部

分を削り、対象を小学生全員に拡大するものでございます。 



－１５－ 

 附則といたしまして、この条例は子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、

保育等の総合的な提供の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整

備等に関する法律の施行日からといたします。 

 こちらにつきましても、施行予定は平成27年４月１日となっております。 

 以上でございます。 

○議長（佐藤高清君） 次に、石川開発部長。 

 開発部長。 

○開発部長（石川敏彦君） 議案第37号弥富市企業立地の促進に関する条例の一部改正につき

まして御説明申し上げます。 

 今回の条例改正につきましては、平成26年９月30日失効に伴い、奨励措置等の一部改正す

るものでございます。 

 ４枚はねていただきまして、条例のあらましをごらんください。 

 １．弥富市企業立地の促進に関する条例が平成26年９月30日に失効するため、平成31年９

月30日まで延長することといたしました。 

 ２．奨励措置を受けることができる企業の要件等を次のとおり改めることといたしました。 

 (1)地域要件及び土地の取得要件を廃止し、地域を市内全域とし、指定業種を定めた。 

 (2)新設の敷地面積を「3,000平方メートル以上」から「１万平方メートル以上」にいたし

ました。また、増設の場合につきましては、既存の敷地とは別に3,000平方メートル以上拡

張し、合計１万平方メートル以上の一団の敷地となることといたしました。 

 (3)奨励金の交付期間を、新設または増設した事業所が操業開始後に、最初に固定資産税

を賦課された年度の翌年度から３年度間といたしました。 

 (4)奨励金の額を、土地に対して課するものを除いた固定資産税の納付額に相当する額の

100分の50とし、各年度の限度額は１億円といたしました。 

 ３．この条例は公布の日から施行することといたしました。ただし、企業の指定の要件等

の改正規定は、平成26年10月１日から施行することといたしました。 

 以上でございます。 

○議長（佐藤高清君） お諮りします。 

 本案18件は継続議会で審議したいと思いますが、御異議ありませんか。 

             〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（佐藤高清君） 異議なしと認めます。 

 よって、本案18件は継続議会で審議することに決定しました。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

 日程第25 発議第３号 決算特別委員会の設置について 



－１６－ 

○議長（佐藤高清君） 日程第25、発議第３号を議題とします。 

 本案は議員提案ですので、提出者の堀岡敏喜議員に提案理由の説明を求めます。 

 堀岡議員。 

○１０番（堀岡敏喜君） 発議第３号決算特別委員会の設置について、提案理由を申し述べま

す。 

 平成25年度一般会計及び各特別会計の決算審査を行うに当たり、地方自治法第109条及び

弥富市議会委員会条例第６条に基づき、お手元に配付しましたとおり、委員定数９名をもっ

て決算特別委員会を設置するものでございます。よろしく御審議のほどお願いを申し上げま

す。 

○議長（佐藤高清君） これより質疑に入ります。 

 質疑の方ありませんか。 

             〔挙手する者なし〕 

○議長（佐藤高清君） 質疑なしと認め、討論に入ります。 

 討論の方ありませんか。 

             〔挙手する者なし〕 

○議長（佐藤高清君） 討論なしと認め、採決に入ります。 

 本案は原案どおり可決することに御異議ありませんか。 

             〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（佐藤高清君） 異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案どおり可決されました。 

 ただいま設置されました決算特別委員会の委員の選任は、委員会条例第８条第１項の規定

によりお手元に配付した名簿のとおり指名したいと思いますが、御異議ありませんか。 

             〔「異議なし」の声あり〕 

○議長（佐藤高清君） 異議なしと認めます。 

 よって、名簿のとおり選任することに決しました。 

 なお、正・副委員長も名簿のとおりですので、よろしくお願いをいたします。 

 以上をもちまして、本日の議事日程は全部終了しましたので、本日の会議はこれにて散会

といたします。 

～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

             午前10時40分 散会 

 

 本会議の顛末を記載し、その相違ないことを証するため、ここに署名する。 

 



－１７－ 

          弥富市議会議長  佐 藤 高 清 

 

 

            同  議員  山 口 敏 子 

 

 

            同  議員  小坂井   実 



－１８－ 

 

 


